
一般会計

円

　翌年度繰越額

1

2

金 額

149,809,721,213

146,235,006,034

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

3,574,715,179

0

歳 入 歳 出 差 引 額

0

計

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 費 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

実 質 収 支 額

翌 年 度 へ

繰 り 越 す

べ き 財 源

162,994,000

0

162,994,000

3,411,721,1795

6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

3

（2）

（3）

（1）

4

　　未収入特定財源

備考　：　決算書の翌年度繰越額と本調書「４翌年度へ繰り越すべき財源」との差額は、未収入特定財源である。

177,921,000円 162,994,000円

翌年度へ繰り越すべき財源

－ ＝ 14,927,000円



国民健康保険特別会計

円

1

2

金 額

37,493,269,440

36,788,218,273

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

705,051,167

0

歳 入 歳 出 差 引 額

0

計

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 費 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

実 質 収 支 額

翌 年 度 へ

繰 り 越 す

べ き 財 源

0

0

0

705,051,1675

6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

3

（2）

（3）

（1）

4



介護保険特別会計

円

5

6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

3

（2）

（3）

（1）

4

0

計

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 費 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

実 質 収 支 額

翌 年 度 へ

繰 り 越 す

べ き 財 源

0

0

0

669,514,596

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

669,514,596

0

歳 入 歳 出 差 引 額

1

2

金 額

24,974,539,092

24,305,024,496

歳 入 総 額

歳 出 総 額



後期高齢者医療特別会計

円

1

2

金 額

7,294,127,673

7,256,646,059

歳 入 総 額

歳 出 総 額

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

37,481,614

0

歳 入 歳 出 差 引 額

0

計

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 費 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

実 質 収 支 額

翌 年 度 へ

繰 り 越 す

べ き 財 源

0

0

0

37,481,6145

6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

3

（2）

（3）

（1）

4


